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新型コロナワクチン接種に関する相談窓口

■厚生労働省新型コロナワクチン
　コールセンター

毎日、午前９時～午後９時

☎0120-761-770 思03-3581-6251

✉corona-2020@mhlw.go.jp

ワクチン接種全般に関する問い合わせ

■ファイザー新型コロナ
　ウイルスワクチン専用ダイヤル

☎0120-146-744

月～土曜日（祝日除く）、午前９時～午後８時

ファイザー社製ワクチンの安全性などに関する

問い合わせ

■  花巻市新型コロナワクチン接種
　コールセンター

毎日、午前８時30分～午後５時15分

☎0120-383-225　思0198-41-3606

✉corona@city.hanamaki.iwate.jp

市の準備状況や今後の予定などに関する問い合わ

せ、ワクチン接種の予約、送迎車の利用申し込み

ファクスやメールは、聴覚に障がいがある人のために設置しています

ワクチン接種に関する情報を
随時お知らせしています
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◉ワクチン接種の日程・会場について　３ページの続き

Ｑ
寝たきりで集団接種会場まで行くことができません。ワクチンの接種
ができる他の場所はありますか？

Ａ 市内の医療機関でワクチン接種ができるよう調整中です。詳細が決まり次第、

お知らせします

Ｑ 車いすは駐車場から利用できますか？

Ａ 車いす利用者は入り口付近で乗降できるよう車を誘導しますので、会場スタッ

フに申し出てください

Ｑ
近日中に入院することになりましたが、入院先の医療機関でワクチン
の接種ができますか？

Ａ 現在（４月22日時点）、市内の医療機関でワクチン接種ができるよう調整中です。

詳細が決まり次第お知らせします。

※�市外の場合は、入院先の医療機関にお問い合わせください

Ｑ 集団接種会場に車いすはありますか？

Ａ 会場ごとに車いすを準備しています。台数に限りがありますので、お持ちの車

いすを持参できる人はご協力をお願いします

Ｑ 車いすを使用する付き添いの人も接種会場に入場できますか？

Ａ 車いす利用者の付き添いの人も入場可能です

Ｑ 入所している施設でワクチン接種は可能ですか？

Ａ 施設ごとに異なります。入所している施設に確認をお願いします
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令和３年度事業者向けの
地代・家賃補助を実施します

法人600万円、個人事業者300万円が上限

５月12日
から

受付開始

制度内容
■�対象　小売業、飲食業、宿泊業、道路旅客

運送業、サービス業、医療業、社会保険・

社会福祉・介護事業などの中小企業者

＊���対 象 業 種 の 一 覧 は 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.city.hana

　maki.iwate.jp/business

　/sangyoshien/1012015.h

　tml）に掲載しています

■�要件　令和３年４月～６月の間のいずれか

ひと月の売り上げが前年同月または前々年

同月に比べ30㌫以上減少している中小企業

者
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※�創業から２年以内の事業者は、創業から申

請月までのいずれかひと月の売り上げを直

近の月の売り上げと比較することが可能

■�補助対象期間　令和３年４月～６月の３カ

月間

■�補助率　月額賃料の２分の１

■上限額　最大30万円（月額10万円）　

■�補助対象経費　地代・家賃（共益費、管理費

含む）

提出書類

　 ▼交付申請書 ▼前金払請求書 ▼家賃金額が

確認できる書類（賃貸借契約書の写しなど） ▼

令和３年４月～６月のいずれかひと月の売り

上げが確認できる書類 ▼口座通帳の写し ▼家

賃（令和３年４月～６月）の支払い状況が確認

できる書類（通帳の写しなど）の写しーのほ

か、次の書類

◦��個人事業主の場合

�　� ▼令和２年分確定申告書第一表の写しまた

は令和３年度市民税・県民税申告書の写し

▼令和元年４月～６月または令和２年４月

～６月の売り上げを確認できる書類（白色

申告者…令和元年分または令和２年分の収

支内訳書、売上台帳など、青色申告者…所

得税青色申告決算書の写し）

※創業から２年以内の事業者は開業届が必要

◦法人事業主の場合

　� ▼直近の確定申告書別表第一または登記事

項証明書（履歴事項全部証明書）の写し ▼令

和元年４月～６月または令和２年４月～６

月の売り上げを確認できる書類（法人事業

概況説明書の写しなど）

　市では、これまでに新型コロナウイルス感

染症の拡大により、経営に影響が生じている

中小企業者を支援するため、２回にわたり地

代・家賃補助を実施してきました。

　現在も感染症の影響が長期化していること

から、令和３年度において市独自で地代・家

賃補助を実施。中小企業者が支払う家賃の一

部を補助します。

【問い合わせ】�本館商工労政課（緯41-3539）

提出方法[申請期限は７月30日（金）]
支所地域振興課

　▷�予約方法…本館商工労政課（☎41-3539）

または各総合支所地域振興課（大迫☎41-

3122、石鳥谷☎41-3442、東和☎41-6514）

に電話で予約

　▷�予約開始日…５月10日(月）

■受付期間　５月12日（水）～７月30日（金）

◦郵送の場合

　�▷郵送先…�本館商工労政課（〒025-8601�花

城町9-30）

◦持参の場合（完全予約制）

　▷受付時間…午前９時～午後４時

　▷受付場所…�本館商工労政課または各総合

新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ


